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デンマークの出生率上昇と生活構造(2)実例の検討と市民の意識
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巨回（1)に同じ。本報告では特に子どもを持つ５組の夫婦の実例を中心に、その他聞き取
り調査、訪問調査をした結果と併せ検討した。　匠画（Ｄに同じ。|塁:1①1歳3ヵ月になる

まで有給で休業が取得可能であるが、1歳までに父親が取った例はI例のみであった。実例
中には、その後の雇用者との契約で取れる65週間の育児休業を取った人はいなかった。
②法定労働時間週37時間、実労働時間年1635時間と短く、有給休暇も５週間あり、その取
得率は100%。即ち日本のパート労働者より少し長く働き給料は正社員並に取得して、自然

なワークシェアリングの形となっている。就業時間後の付き合いもなく、保育園の閉園時
間（16:30)までに迎えに行け、家族と過ごす時間が長くとれる。労働組合も賃上げより労働
時間短縮を要求している。③乳幼児保育所や学童保育が整っている。④子ども全てに18歳
まで児童手当が支給される。上級学校に進むと奨学金が出てそれで自活する。⑤18歳で自
立するのが常識のため、その後自然にパートナーを求める。親も夫婦で人生を楽しみ父母

共仕事を持っているため子離れが上手。⑥国民学校に入るまでの保育料や税金は高いが、7
歳からの教育費や医療費介護費等の心配が要らない。⑦公共部門で働く女性が多い。給料
は高くないが、子どもの病気等の時は休みを取り易い。⑧国や地方の議会に女性議員が多
く女性の意見が政策に反映され易い。これらが少子化を止めるのに役立ったと思われる。
男性が育児休業を取り難い雰囲気や乳幼児保育施設が不足気味、子どもが病気の場合の休

み難さなどどこにも共通した問題点も多々あるが、根本的には働くだけの人生よりも暖か
い家庭と心豊かな人生を求める意識の変化が社会全体を動かしたと言えるのではないか。
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＜目的＞　（1 )に同じ。少子化の進展。共働き家庭の増加、核家族化の進む中で、男女

が共に働き、共に出産・育児にかかわれる環境の整備は、現在重要な課題となっている。

日本でも1992 (平成4）年から男女のいずれでも取得できる育児休業法が施行されたが、そ

の利用率は男性の場合0. UXと低い取得率となっている。出産と育児を男女が共に生活を

楽しみながらできる環境を探ってみたい。

＜方法＞‘　（１）に同じ。

＜結果＞　デンマークにおける出産・育児休業制度は、「男女均等法」、いわゆる「育児

休業に関する法律」、「社会保険法」の３つの法律に規定されている。デンマークにおけ

る出産・育児休業制度の特徴の１つとして産後休業期間が24週間と長いことである。また

その後、両親のそれぞれが52週間の育児休業が取得できる。これは、子供の年齢が0歳か

ら8歳の間に取得できる。　このうち子供が0歳の時取得を開始する26週間の育児休業は、使

用者は有無を言わず労働者に休業を与えなければならない。残りの26週間については、労

使の合意契約に基づくもので使用者にとっては努力義務となる。デンマークでは、育児休

業制度にノルウェーやスウェーデンのようにパパ・クォーター制が導入されていない。失

業串が高いので、失業対策の一環として育児休業制度は位置づけられている。従って、代

替要員は就業希望者の中から決定される。出産・育児休業取得後、労働者は必ず職場復帰

できるが、休業前の職務やポストへの復帰は、保障されていない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　103


